
「
農
用
地
利
用
配
分
計
画
」
の
認
可
に
つ
い
て

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

目
黒

克
典

倉
敷
市

倉
敷
市
生
坂
字
深
町
六
一
七
ー
一
外
一
筆

滝
澤

浩
司

井
原
市

井
原
市
美
星
町
三
山
字
高
沢
八
三
〇
外
一
筆

竹
本

洋
祐

新
見
市

新
見
市
神
郷
下
神
代
字
ス
ミ
ヤ
マ
ヘ
一
二
一
六

ー
一
外
二
筆

信
谷

昌
吾

新
見
市

新
見
市
神
郷
高
瀬
字
仲
村
一
一
三
八
ー
一
外
二

筆

二
嶋

男
二

新
見
市

新
見
市
哲
多
町
成
松
字
上
成
六
八
五
ー
二
外
一

筆

梶
川

澄
子

新
見
市

新
見
市
哲
多
町
成
松
字
上
成
四
六
〇
ー
一

安
達

隆
一

新
見
市

新
見
市
哲
多
町
成
松
字
上
成
二
一
七
ー
五

米
井
フ
ァ
ー
ム

津
山
市

津
山
市
下
高
倉
西
字
西
谷
八
三
ー
一
外
五
筆

株
式
会
社

農
事
組
合
法
人

苫
田
郡
鏡
野
町

苫
田
郡
鏡
野
町
下
森
原
字
上
三
九
ー
一
外
一
筆

小
田
草
営
農
組

合株
式
会
社
本
山

苫
田
郡
鏡
野
町

苫
田
郡
鏡
野
町
貞
永
寺
字
鴉
浪
一
〇
九
八
外
一

精
耕
園

筆



木
村

吉
美

勝
田
郡
勝
央
町

勝
田
郡
勝
央
町
下
町
川
字
保
木
川
西
畝
九
ー
一

外
二
筆

岸
本

公
博

勝
田
郡
奈
義
町

勝
田
郡
勝
央
町
下
町
川
字
瀬
戸
四
八
四
外
二
筆

農
事
組
合
法
人

美
作
市

勝
田
郡
勝
央
町
岡
字
横
井
谷
五
七
一
ー
一
外
一

赤
田
営
農
セ
ン

筆

タ
ー

長
尾

信
実

久
米
郡
久
米
南
町

久
米
郡
久
米
南
町
塩
之
内
字
中
田
五
三
七
外
四

筆

二

認
可
年
月
日

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

三

申
請
年
月
日

令
和
三
年
七
月
二
十
日


